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山形県安全・安心農産物表示規格 

 

 

（目的） 

第１条 この規格は、やまがた農産物安全・安心取組認証制度実施要綱（以下「要綱」と

いう。）第２条第４項に基づき、認証登録団体が山形県安全･安心農産物生産規格（以下「生

産規格」という。）に基づいて生産した農産物（以下「取組対象農産物」という。）につい

て行う表示の基準を定める。 

 

（取組対象農産物に対する表示の方法） 

第２条 認証登録団体は、シール、カード等の表示資材又はダンボール、フィルム等の包

装資材への印刷等により取組対象農産物への表示を行うことができるものとする。 

２  前項の規定による表示には、原則として別に定める「やまがた農産物安全・安心取組 

認証マーク使用要領（以下、「要領」という。）」に基づいて表示するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、表示対象品目及び表示の具体的な方法、内容については、

次のとおりとする。 

(1)表示対象品目 

ア 表示の対象とする品目は、当該認証登録団体が作成した生産工程管理計画にお

いて、取組対象品目として掲げた品目（以下「品目」という。）とする。 

イ 品目は、原則として生産工程管理計画にあるすべての品目とするが、一部品目    

 の表示も認めるものとする。 

(2)表示管理者 

ア 認証登録団体は、表示管理者（以下「管理者」という。）を定めるものとする。 

イ 管理者は、農業技術環境課のホームページに情報を掲載するため、別紙１によ

りＧＡＰ推進協議会事務局（山形県農林水産部農業技術環境課）に提出するもの

とする。 

ウ 管理者は、規格に基づく表示方法、表示資材等の作成並びにその使用とに基づ

く認証マークの管理を行うものとする。 

(3)表示 

   表示は、本規格及び要領に基づき行うこととする。 

 

（事務所、集出荷場、店頭等における表示） 

第３条 認証登録団体は、前条に規定する表示のほか、次に掲げるところにより表示又は

掲示を行うことができるものとする。 

  (1) やまがた農産物安全･安心取組認証制度実施要領第５条第１項に基づき交付を受

けた認証登録証及び生産規格第３条第２項に基づき作成した生産工程管理計画書に
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記載している安全性確保方針を主たる事務所内等に掲示する。 

(2) 認証登録団体の事務所、集出荷場、小売店舗等の建物の外壁又は内壁に看板、パ

ネル等で掲示する。この場合において、当該看板、パネル等には次に掲げる事項を

表示するものとする。 

   ①「やまがた」及び「安全･安心取組認証取得」の文字 

   ②第２条第２項(1)の認証マーク 

③取得期日 

   ④認証機関名 

   ⑤認証登録団体名 

  (3) のぼり、チラシ、ポップ等の販売促進資材における表示は別に定めるところによ

る。 

 

（表示禁止事項） 

第４条  認証登録団体は、次に掲げる表示をしてはならない。 

(1) 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる情報を表示すること 

(2) 取組対象農産物に、この規格に反した表示をすること 

(3) 認証登録団体が、取組対象農産物以外の農産物についてこの規格に則った表示をす

ること 

(4) その他農産物の品質を誤認させるような文字、図柄、写真その他の情報を表示する

こと 

 

附 則  

この規格は、平成 17 年 4 月 1日から施行する。ただし、第 2条については平成 18 年 4

月 1日から施行する。 

附 則 

  この規格は、平成 31 年 4 月 1日から施行する。 

    附 則 

  この規格は、令和４年４月１日から施行する。 
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別紙１ 

令和  年  月  日 

 

 「やまがた安全・安心」ＧＡＰ推進協議会長 様 

 

                        認証登録団体名 

                         代表者○○○○○ 

 

ＧＡＰ推進協議会ホームページ掲載依頼について 

 

 

 このことについて、下記のとおり提出しますので、掲載をお願いします。 

 

記 

 

項   目 
生産工程管理計画掲載 

ページ又は項目 

写真(園地など)  

 

 

 

画像の電子ファイル 

を添付 

アピールポイント 

（他の認証制度の取組情報、品質、食味の特徴等） 

 

 

 

1) 出荷情報  

  出荷者名称  18-1 計画書表紙 

  代表者名    〃 

  郵便番号    〃 

住所    〃 

  電話番号    〃 

組織区分  ※（欄外） 

2) 生産物情報   

品目 
 

 

※１品目のみ記入。 

（多品目の場合別紙） 

出荷量    
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栽培面積    

栽培区分  ※（欄外） 

出荷前事前分析検体数    

施肥及び病害虫防除内容 

 

 

 

18-14～16 記録簿・管理表 

（多品目の場合別紙） 

3) 生産者情報   

  生産者名・組織名  18-10 集団データベース 

  集団の構成員数   〃 

  郵便番号   〃 

  代表者住所   〃 

  電話番号   〃 

4) 公開ホームページ   

  出荷集団ホームページアドレス   

5) その他必要事項   

    その他   

※「栽培区分」とは、慣行栽培、有機栽培、特別栽培などの区分である。 

※「組織区分」とは、JA、市場、産直、有限会社など集荷団体の区分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


